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はじめに 

「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの生徒にも起こり得る」という基

本認識に立ち、本校の生徒が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじ

めのない学校を作るために「小田中学校いじめ防止基本方針」を策定するもので

ある。 

１ いじめ防止等のための対策の基本的な方向に関する事項 

(1)  いじめの防止等の対策に関する基本理念 

いじめは人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生  

徒にも、どの学校にも起こり得ることから、学校・家庭・地域が一体となり、

継続して未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。いじ

め問題への取組にあたっては、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で

組織的な取組を進める必要がある。とりわけ、いじめ未然防止活動は、教育

活動の在り方と密接にかかわっており、すべての教職員が日々実践するもの

である。 

(2)  いじめの定義 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在

籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも

含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じて

いるもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期

に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重

大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれ

る。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早

期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。 

(3)  いじめの基本認識 

いじめ問題に取り組むに当たっては、「いじめ問題」にはどのような特質

があるかを十分に認識し、日々「未然防止」と早期発見に取り組むととも

に、いじめが認知された場合の「早期対応」に取り組むことが必要である。

以下いじめ問題についての基本的な認識である。 

① いじめは、 どの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。 

②  いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 



③ いじめは、大人には気付きにくいところで行われることが多く、発見

しにくい。 

④ いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 

⑤ いじめは、その行為の態様により行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触

する。 

⑥ いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 

⑦ いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを持っている。 

⑧ いじめは、物交、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役

割を果たし、一体となって取り組む問題である。 

２ いじめ防止のための賴の内容に関する(防止のための等) 

(1)  生徒や学級の様子を知るために 

生徒や学級の様子を知るためには、教職員の気付きが大切である。同じ目

線で物事を考え、生徒と場を共にすることが必要である。その中で、生徒の

些細な言動から個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性

を高めていくことが重要である。 

(2)  互いに認め合い、支え合う仲間づくりのために 

生徒は、周りの環境に大きな影響を受ける。生徒にとって、教職員の姿勢

は、重要な教育環境の一つである。教職員が生徒に対して愛情を持ち、温か

い学級経営や教育活動を展開することが、生徒に自己存在感や充実感を与え

ることになり、いじめの発生を抑え、未然防止のうえでの大きな力となる。 

①教職員の何気ない言動が、子どもたちを傷つけ、結果としていじめを助長

してしまう場合がある。教職員は、生徒の良きモデルとなり、慕われ、信

頼されることが求められる。 

②障がい(発達障がいを含む)について、正しく理解し、生徒の障がいの特性

に応じた指導を行うことが大切である。 

③授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫

し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりが必要である。その中での認め

られる経験が、生徒を成長させ、教職員の温かい声かけが生徒の自己肯定

感につながるものである。 

(3)  命や人権を尊重し豊かな心を育てるために 

人権尊重の精神の涵養を目的とする人権教育や思いやりの心を育む道徳

教育、また、様々な関わりを深める体験教育を充実させることは、豊かな

心を育成する重要なポイントである。 

①  人権教育の充実 

いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるもので

はない」ことを生徒に理解させることが大切である。また、人権教育の基

盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図

る必要がある。 

②  道徳教育の充実  

いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するもので

あり、いじめをしない、許さないという、人間性豊かな心を育てることが



大切になる。道徳の授業では、生徒の実態に合わせて、題材や資料等の内

容を十分に検討した上で取り扱うことが重要である。 

(4) 保護者や地域への働きかけ 

ＰＴＡの各種会議やイ呆護者会等において、いじめの実態や指導方針な

どの情報を提供し、意見交換する場を設ける。また、いじめの持つ問題性

や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために:保護者研修会の

開催、学校、学年だよりなどによる広報活動を行う。 

3  いじめの早期発見 

いじめは、早期に発見することが、速やかな解決につながる。早期発見のた

めに、日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努めることが大切である。

いじめは、教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいこと

を認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認

知能力を向上させることが求められる。また、生徒に関わるすべての教職員の

間で情報を共有し、保護者とも連携して情報を収集することが重要である。 

(1)  職員のいじめに気付く力を高めるために 

教職員は、人権感覚を磨き、生徒たちの言葉をきちんと受けとめ、生徒た

ちの立場に立ち、生徒たちを守るという姿勢が大切である。 

(2)  いじめ発見のきっかけ 

アンケート調査を定期的に実施するとともに、面談による調査も適宜取り

入れることにより、いじめの早期発見を目指す。また、保護者や地域、関係

諸機関と連携をとることも大切である。 

(3) いじめの態様 

いじめの態様について、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認

められる場合は、いじめられている生徒を守りとおすという観点から、毅然

とした対応をとることが必要である。 

〈分類〉 〈抵触する可能生のある刑罰法規〉 

いじめの態様 刑罰法規 

冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、い

やなことを言われる 
脅迫、名誉員、侮辱 

軽くぶつかられたり、遊ぶふりして叩かれ

たり、蹴られたりする 
暴行 

ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴ら

れたり 
暴行、傷害 

金品をたかられる 恐喝 

金品を隠されたり、盗まれたり、壊された

り、捨てられたりする 
窃盗、暑訝勿破損 

いやなことや恥ずかしいこと、危険なこと

をされたり、させられたりする 
強要、強制わいせつ 

コンピュータ端末や携帯電話で、誹謗中傷

やいやなことをされる 
名誉毀損、侮辱 



仲間はずし、集団による無視 

刑罰法規には抵触しないが、他

のいじめと同様に毅然とした対

応が必要 

４ 発見のための手だて 

(1)  日々の観察 

休み時間や昼休み、放言の雑談等の機会に、生徒たちの様子に目を配る。

教職員が生徒たちと共に過ごす機会を積極的に設けることや、教室にいじめ

相談の窓口があることを知らせる掲示などの工夫を行う。 

(2)  観察の視点 

担任を中心にグループの情報収集や人間関係がどうであるかなどを積極的

に把握し、気になる言動などに対して適切な指導を行うことが大切である。 

(3)  教育相談  

定期的な教育相談週間を設けて、生徒、保護者を対象にした教育相談を実

施するなど、相談体制を整備することが必要である。 

(4) いじめ調査アンケートの実施 

月に 1 回程度アンケートを実施する。いじめられている生徒にとっては、

その場で記入することが難しい状況も考えられるので実施方法については工

夫する。 

５ 相談しい環境づくりをすすめるために 

生徒たちが教職員や保護者いじめについて相談することは、非常に勇気がい

る行為である。教職員はそのことを十分に認識し、その対応について細心の注

意を払う必要がある。学校内に糸哉を設け、一人の教職員が対応するだけでな

く、組織的な対応が重要である。  

(1)  本人からの訴えには 

保健室や相談室等を一時的に危険回避のための場所として共するものとし、

担任や養護教諭を中心に、本人の心のケアに努める。  

(2) 周りの生徒からの訴えには 

情報の発信者として個人を尊重し、-発信元を明かさないなどの方法をとり、

安心感を与えることが重要である。また、その生徒のいじめが新たに発生す

ることがないよう 、相談時間や場所を確保し、日頃から相談を受ける体制

を整えておく必要がある。 

(3)  保護者からの訴えには 

保護者がいじめに気付いたときに、即座に学校へ連絡できるよう、日頃か

ら保護者との信頼関係を築くことが重要である。 

６ いじめに対する措置 

いじめの兆候を発見したときは、問題を軽視することなく、早期に適切な対

応をすることが大切である。いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最

優先に行い、解決に向けて学年及び学校全体で糸出哉的に対応することが重要

である。 

 



いじめ対応の基本的な流れ 

① いじめ情報のキャッチ 

② 正確な実態把握 

〇当事者双方、周りの生徒から聞き取り、記録する。 

③ 指導体制、方針決定 

〇指導の狙いを明確にし、全ての教職員の共通理解を図る。 

〇教育委員会、関係機関等との連携を図る。 

④ 生徒への指導・支援 

〇いじめられた生徒を保護し、心配や不安を取り除く。 

〇いじめた生徒に、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行い、

いじめは決して許されない行為であるという人権意識をもたせる。 

⑤ 保護者との連携 

〇直接会って具体的な対策を話し、協力を求める。 

⑥ 事後の対応 

〇継続的に指導や支援を行う。 

〇カウンセラー等の活用も含め心のケアに当たる。 

〇心の教育の充実を図る。 

７ いじめ発見時の緊急対応  

いじめを認知した教職員は、その場でいじめを止めるとともに、いじめに関

わる者に適切な指導を行わなければならない。併せて、直ちに管理職に連絡す

る。 

(1)  いじめられた生徒、いじめを知らせた生徒の保護 

いじめられている生徒、いじめ情報を伝えた生徒を徹底して守るため、登

下校、休み時間、放課後等においても教職員の目の届く体制を整備する。 

(2)  事実確認と情報の共有 

いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った経過や心情な

どをいじめている生徒から聞き取るとともに、周囲の生徒や保護者などの第

三者からも詳しく情報を得て、正確に把握する。なお、保護者対応は、複数

の教職員で対応し、事実に基づいて丁寧に行う。 

８ いじめが起きた場合の対応 

(1)  いじめられた生徒に対して 

① 事実石靃忍とともに、まず心情を受け入れ、共感することで心の安定を

図る。 

② 最後まで守ること、秘密を守ることを伝える。 

③ 必す解決するということを伝える。 

④ 自信をもたせる言葉をかけるなど、自惑情を高めるように配慮する。 

(2)  いじめられた生徒の保護者に対して 

① 発見したその日のうちに家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を伝え

る。 

② 学校の方針を伝え、今後の対応について協議する。 

③ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 



④ 継続して家庭と連携を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝え

る。 

⑤ 家庭で生徒の変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談す

るように伝 

(3)  いじめた生徒に対して 

① いじめた気持ちゃ状況などについて十分に聞き、生徒の背景にもを向 

け指導する。 

②心理的な孤立感、疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のも

と、毅然とした対応と粘り強い指導を行い、いじめが人として絶対に許さ

れない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。 

(4) いじめた生徒の保護者に対して 

①正確な事実関係を説明し、いじめられた生徒やイ呆護者の気持ちを伝え、

よりよい解決を図ろうとする想いを伝える。 

②「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、

事の重大さを認識させ、家庭での指導を依頼する。 

③生徒の変容を図るため、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的な助

言をする。 

( 5)周りの生徒に対して 

①当事者だけの問題にとどめす、学級、学年及び学校全体の問題として考え、

いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。 

②「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級、学年及び交

全体に 

③はやし立てたり、見て見ぬふり・をしたりする行為も、いじめを肯定して

いることを理解させる。 

(6 )糸断売した指導 

①いじめが解消したと見られる場合でも、引き続き十分な観察を行い、折に

触れて必要な指導を継続的に行うことを怠ってはならない。 

②教育相談、日記、手紙などで積極的にかかわり、その後の状況についての

把握に努める。 

③いじめられた生徒に肯定的にかかわり、自信を取り戻させる。  

④いじめられた生徒、いじめた生徒双方にカウンセラーや関係機関の活用を

含め、心のケアにあたる。 

⑦いじめの解消している状態とは 

①いじめ行為が止んでいること 

被害者に対する心理的・物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の

期間 

(目安:少なくとも 3か月)継続していること。 

②いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

9ネット上のいじめへの対応 



インターネットの特殊生による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラ

ブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める

必要がある。 

未然防止には、第一義的に管理する保護者と連携した取組を行う必要がある。

早期発見には、メールを見たときの表情の変イ匕や携帯電話の使い方の変化な

ど、被害を受けている生徒が発するサインを見逃さないように、保護者との連

携が不可欠である。ネット上のいじめを発見した場合は、迅速な対応を図ると

ともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては警察等の専門的な機

関と連携して対応していくことが必要である。 

( 1 )ネット上のいじめとは 

コンピュータ端末や携帯電言舌等を利用して、特定の生徒の悪口や誹謗中傷

等をインターネット上のＷeb サイトの掲示板などに書き込んだり、ＳＮＳを

利用したりするなどの方法により、いじめを行うものである。 

( 2)未然防止のためには 

学校での校則遵守の徹底、情報モラルの指導だけでは限界があり、家庭での指導

が重要であることから保護者と密接に連携、協力し双方で指導を行う。 

( 3)早期発見・早期対応のためには 

①書き込みやチェーンメールへの対応等、具体的な対応方法を生徒:保護者に

助言し、協力して取り組む必要がある。  

②引交、保護者だけでは解決が困難な事例が多く、警察等の専門機関との連

携が必要になる。 

③学校等における情報モラル教育などを進めるとともに、保護者の理解を深めるこ

とが必要である。 

10いじめ対応防止等の対策のための設置 

本校においては、いじめ問題ー、の糸丗哉的な取組を推進するため、いじめ問題に

特化した「いじめ対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全体で共

通理解を図りい君交全体で総合的ないじめ対策を行うものである。また糸出哉が有効

に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、常にチーム体制の適正化を

図るものである。 

いじめ対策委員会の設置 

《小田中校内いじめ対策委員会》 

構成員〈校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、該当学年主

任、該当学級担任、養護教諭〉 

  

いじめ等問題発生 

↓ 

緊急対応会議 



↓ 

く調査班〉〈対応班〉 

↓  

いじめ認定対応方針と対応策 

〇定例のいじめ対策委員会は、月に 1回程度開催する。 

〇いじめ事案の発生時は、緊急対応会議を開催し、事案に応じて調査班や対

応班を編制、し対応する。 

( 2)いじめ防止指導計画の整備について 

いじめ未然防止や早期発見のためには、交全体で糸畄哉的、計画的に取り

組む必要がある。そのため、年度当初に糸哉体制を整えると同時に、年間の

指導計画を作成し、学校全体でいじめ問題に取り組む。 

11重大事態への対処 

物交は、重大事態に対処し、その当該重大事態と同種の事態の発生の防止に

資するため、速やかに、小田中交いじめ調査委員会を設け、質問票の使用その

他適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行

うものとする。 

( 1 )重大事態とは 

〇いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある

と認められるとき(生徒が自殺を企図した場合・身体に重大な傷害を負った

場合・金品等に重大な被害を被った場合・精神性の疾患を発症した場合) 

〇いじめにより生徒が相当期間学校を欠席することを余儀なくされていると

認められるとき(不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とする。ただし、

生徒が一定期間〕売して欠席しているような場合には、上記目安にかかわ

らず、教育委員会又は学校の判断により対処する。) 

〇生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき 

( 2)調査主体:内子町立小田中交 

(3)調査を行うための組織 

く小田中学校いじめ調査委員

会〉構成員 
小田中学校いじめ対策委員会・小田地区民生児童委員内子町教育委員会教育長
内子町教育委員会学校教育課長・小田中学校 p TA 会長・小田中守駮 p TA 副会
長・物交運営協議会会長臨床心理士・愛媛県発達障害者支援センター(医師) 

① 重大事案の発生  

② 学校長から内子町教育委員会へ報告 

③ 内子町教育委員会から内子町長へ報告 

④ 小田中学校いじめ調査委員会開会 

⑤調査方針の決定 

⑥ 事実関係を明確にするための調査実施 

⑦ いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、事実関係等その他必要な

情報を適切に招共する。 



⑧内子町長に調査結果の報告を行う。 

くいじめ発見のためのチェックリスト> 

1 いじめが起こりい・起こっている集団     

□ 朝いつも誰かの机が曲がっている        

□ 教職員がいないと清掃がきちんとできて

いない 

□ 掲示物が破れていたり落書きがあったり

□  グループ分けをすると特定の子どもが残

る 

□ 特定の子どもに気を遣っている雰囲気がある 

□学級やグループの中で絶えず周りの顔色をうかがう子どもがいる□自分たちの

グループだけでまとまり、他を寄せイ寸けない雰囲気がある□些細なことで冷や

かしたりするグループがある□授業中、教職員に見えないように消しゴム投げを

している 

2 いじめられている生徒  日常の行動・表情の様子□ 

わざとらしくはしゃいでいる□おどおど、にやにや、

にたにたしている 

□いつもみんなの行動を気にし、目立たないようにしている□下を向

いて視線を合わせようとしない□ 顔色が悪く、元気がない□早退や一

人で下校することが増えるロ 遅刻・欠席が多くなる 

□腹痛などイ月不良を訴えて保健室行きたがる 

□時々涙ぐんでいる 

□友達に悪口を言われても言い返さなかったり、愛想笑いをしたりする □授業

中・休み時間 

□発言すると友達から冷やかされる□一人でいるこ

とが多い□班編制の時孤立しがちである□へいつも

遅れて入ってくるロ 学習意欲が減退し、忘れ物が

増えるロ 教職員の近くにいたがる 

ロ 教職員がほめると冷やかされたり、陰口を言われたりする  ・昼食時 

 
ロ 好きな物を他の生徒にあげるロ 他の生徒の机から机

を離しているロ 食事の量が減ったり、食べなかったりす

るロ 食ーヾにいたずらされる  清掃時 

ロ いつも雑巾がけやゴミ捨てなどの当番になっている匚 一人で離

れて掃除をしている 

 その他 

ロ トイレなどに個人を中傷する落書きが書かれるロ 持ち物

や机、ロッカーに落書きをされるロ 持ち物が壊されたり、隠

されたりするロ 理由もなく成績が突然下がるロ 服に靴の跡

がついている  



ロ ボタンが取れたり、ポケットが破れたりしているロ 手や足に

擦り傷ゃあざがある 

匚 けがの状況と本人が言う理由が一致しない 

ロ 必要以上のお金を持ち、友達におごるなどする 

3 いじめている生徒ロ 多くのストレスを抱え

ている 

ロ 家庭や学校で悪者扱いされていると思っている匚 あから

さまに教職員の機嫌をとるロ 特定の生徒にのみ仲間意識を持

っ 

匚 教職員によって態度を変える匚 教職員の指導を素直に受け取れないロ グループで

行動し、他の生徒に指示を出すロ 他の生徒に対して威嚇する表情をする  

冂 活発に活動するが他の生徒にきつい言葉をつかう 



 


